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(証券コード8940)

平成28年８月９日

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 二 丁 目 1 2 番 1 9 号

株 式 会 社 イ ン テ リ ッ ク ス
代表取締役社長 山 本 卓 也

第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、平成28年８月26日（金曜日）午

後６時までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年８月29日（月曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号

渋谷エクセルホテル東急　６階　プラネッツルーム
　会場が前回と異なっておりますので、末尾の｢株主総会会場ご案
内図｣をご参照の上、お間違えのないようご注意願います。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第21期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第21期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、計算書類及び連結計算書
類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト(http://www.intellex.co.jp/ir/)において掲載させていただきま
す。
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（提供書面）

事　業　報　告

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（平成27年６月１日～平成28年５月31日）におけるわが

国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基

調で推移したものの、個人消費は力強さを欠くなど、景気の足踏み状態が

長期化しております。また、不安定な国際情勢や為替・株価の乱高下な

ど、今後の企業業績への影響が懸念される事象もあり、先行き不透明な状

況が続いております。

　首都圏における中古マンション市場は、公益財団法人東日本不動産流通

機構（東日本レインズ）によると、平均成約価格が、平成28年５月まで41

ヵ月連続で前年同月を上回って推移いたしました。一方で、成約件数は、

当該１年間（平成27年６月～平成28年５月）で前年比5.7％増と堅調に推

移しました。

　このような状況下、当社グループでは、主たる事業であります中古マン

ション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）において、平成25

年から随時開設してきた地方拠点での販売が寄与し、リノヴェックスマン

ションの当期における販売件数は、1,393件と前期を226件（19.4％増）上

回りました。また、販売価格も前期を11.1％上回り、これらにより当該事

業の物件販売による売上高は、前期から32.6％の増加となりました。ま

た、その他不動産事業において、一棟ものオフィスビルやレジデンス等の

売却に加え、新築分譲マンション｢リシャール横濱元町｣の販売が業績を押

し上げました。さらに、新事業であります不動産小口化商品販売を行うア

セットシェアリング事業において、第1弾「アセットシェアリング原宿」

の売却が完了したことにより、連結での売上高は前期から40.4％増と伸長

いたしました。

　利益面におきましては、販売費及び一般管理費が、物件販売件数の増加

や人員増に伴い前期に比べ25.0％増となりましたものの、リノヴェックス

マンション販売による利益伸長や、その他不動産の売却、アセットシェア

リング事業による収益の押し上げにより、営業利益は前期比66.6％増とな

りました。

　以上によりまして、当連結会計年度における業績は、売上高が389億75

百万円（前期比40.4％増）となり、営業利益が17億59百万円(同66.6％増)、

－ 2 －

当事業年度の事業の状況



2016/07/26 14:23:54 / 16190116_株式会社インテリックス_招集通知

経常利益14億71百万円(同97.3％増)、親会社株主に帰属する当期純利益9

億77百万円(同97.1％増)となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

〔中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）〕

　当事業部門において、リノヴェックスマンションの販売件数が1,393件

（前期比226件増）、平均販売価格が2,342万円（同11.1％増）となり、当

該物件販売の売上高は、326億32百万円（同32.6％増）となりました。ま

た、マンションによる賃貸収入売上は、1億86百万円（同5.6％増）となり

ました。

　これらの結果、当事業部門における売上高は329億24百万円（同32.4％

増）となり、営業利益は12億76百万円（同37.6％増）と共に伸長いたしま

した。

〔その他不動産事業〕

　当事業部門において、一棟ものオフィスビルやレジデンス等の物件売却

や、新築分譲マンション「リシャール横濱元町」の全戸引渡し（7億93百

万円の売上）、新事業である「アセットシェアリング原宿」の完売（7億

71百万円の売上）により、物件販売の売上高は44億95百万円（前期比

155.8％増）と大きく増加しました。また、その他不動産による賃貸収入

売上は4億66百万円（同0.8％減）、その他収入売上は、同業他社や個人向

けのリノベーション内装工事の増加等により10億89百万円（同63.4％増）

となりました。

　これらの結果、当事業部門の売上高は60億51百万円（同109.1％増）、

営業利益は9億67百万円（同80.0％増）と共に大きく伸長いたしました。

－ 3 －
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は、15億32

百万円で、その主なものは賃貸用不動産の取得であります。

③　資金調達の状況

　今後の業容拡大と収益基盤の強化を図るため、販売用不動産及び賃貸用

不動産の物件取得を積極的に推進し、これに対応して金融機関からの短期

借入金（純増加額11億60百万円）及び長期借入金（純増加額26億18百万円）

による資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

⑦　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 18 期

(平成25年５月期)
第 19 期

(平成26年５月期)
第 20 期

(平成27年５月期)

第 21 期
(当連結会計年度)
(平成28年５月期)

売 上 高 (百万円) 25,836 26,381 27,759 38,975

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 178 813 495 977

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 23.60 103.86 56.20 110.79

総 資 産 (百万円) 18,037 19,963 27,165 32,032

純 資 産 (百万円) 6,087 7,868 8,166 8,884

１株当たり純資産額 (円) 800.80 893.83 925.36 1,004.09

(注)１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。

２．１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、平成25年12月1日付の株式分割が

第18期期首に行われたと仮定した値を記載しております。

－ 4 －
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社インテリックス空間設計 20百万円 100.0％ 内装工事の企画、設計、施工

株式会社インテリックス住宅販売 10 100.0 不 動 産 の 仲 介 業

株式会社インテリックスプロパティ 10 100.0 不 動 産 の 管 理 業

(4) 対処すべき課題

　不動産市場における首都圏の新築マンションは、建築費や用地の高騰等を

主要因として、今後の供給戸数の減少が懸念されており、それに伴い、新築

の代替商品としてリノベーション物件の需要が高まることが予想されます。

一方で、中古マンション市場においては、今後のリノベーション市場拡大を

睨んだ新規参入や競合激化が継続するものと想定しております。

　当社グループは、主たる事業であります中古マンション再生流通事業（リ

ノヴェックスマンション事業）において、競合が激しい首都圏エリアに加え、

有望な地方主要都市での事業展開により、業容の拡大を図ってまいります。

　また、その他不動産事業におきましては、昨年からの新事業であります不

動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品「アセットシェアリング」の

第２弾以降の販売を平成29年５月期の下半期において見込んでおります。そ

して、リノベーション内装事業では、当社と同様に買取再販事業を行う大手

不動産会社や個人からの受注を拡げて、中長期的には収益の柱に育てていき

たいと考えております。加えて、新たな取り組みとして、これまで培ってき

たリノベーションノウハウを活かし、戸建リノベーション買取再販事業に参

入すべく、体制づくりに着手して行きたいと考えております。

　以上の取り組みに加え、社会から高い信頼を寄せていただける企業となる

べく、引き続きコーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹

底に努めてまいります。

－ 5 －
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(5) 主要な事業内容 （平成28年５月31日現在）

　当社グループは、東京都区内及び神奈川県横浜市内を中心とした首都圏エ

リア及び札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡の各地域において、中古マンショ

ンを個人あるいは法人から仕入れ、良質なマンションに再生し販売する「中

古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）」を主たる事

業としております。豊富に存在する既存マンション（住宅ストック）をリノ

ベーション（再生）することにより、その住宅の質と価値を向上させ、中古

マンションの円滑な流通を促進することを目的としております。

　当社グループが提供する「リノヴェックスマンション」の特長は、従来か

ら流通している中古マンションのようなリフォーム（表面的な内装）に止ま

らず、物件の状態に応じて、間取りの変更や目に見えない給排水管の交換等

に至るまで老朽化・陳腐化した箇所を更新しリノベーション（再生）するこ

とにより、商品価値を高めて販売する点にあります。施工した全ての物件に

対しては、部位別に、工事の内容に応じて、３ヶ月から 長10年の「アフタ

ーサービス保証」を付けており、購入時に抱える不安要素（永住性や資産性

など）を払拭し、顧客満足度の高い住宅の供給を行っております。

　仕入及び販売は、主として大手不動産仲介会社及び各地域の不動産仲介会

社とのネットワークを通じて展開しております。

　また「中古マンション再生流通事業（リノヴェックスマンション事業）」

以外の「その他不動産事業」として、ビル・戸建・土地の売買及び賃貸等の

不動産関連事業や、不動産特定共同事業法に基づく不動産の小口化商品の販

売事業、並びにリノベーション内装の請負事業を営んでおります。

事 業 区 分 事 業 内 容

中古マンション再生流通事業
(リノヴェックスマンション事業)

中古マンションを購入し再生させて販売する事業

そ の 他 不 動 産 事 業
ビル・戸建・土地の売買及び賃貸等の不動産関連事業、
不動産特定共同事業法に基づく不動産の小口化商品の販
売事業、リノベーション内装の請負事業

－ 6 －
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(6) 主要な営業所（平成28年５月31日現在）

当 社

本社・渋谷店：東京都渋谷区、横浜店：横浜市西区
札幌店：北海道札幌市、仙台店：宮城県仙台市
名古屋店：愛知県名古屋市、大阪店：大阪府大阪市
福岡店：福岡県福岡市

株式会社インテリックス空間設計
本社：東京都目黒区、渋谷店：東京都渋谷区
横浜店：横浜市西区、青山店：東京都渋谷区

株式会社インテリックス住宅販売 本社：東京都渋谷区、横浜店：横浜市西区

株式会社インテリックスプロパティ 本社：東京都渋谷区

(7) 使用人の状況（平成28年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

289名 41名増

（注）１．使用人数は就業人数であり、パート職員は、その重要性が低いため記載を省略してお

ります。

　　　２．使用人数が前連結会計年度末と比べて41名増加しておりますが、主に営業人員の増強

に伴うものであります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

199名 34名増 37.9歳 5.3年

(8) 主要な借入先の状況（平成28年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,856百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,852

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 1,849

株 式 会 社 新 銀 行 東 京 1,633

第 一 勧 業 信 用 組 合 1,285

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

－ 7 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年５月31日現在）

①　発行可能株式総数 17,500,000株

②　発行済株式の総数 8,825,600株

③　株主数 5,017名（前期末比306名増）

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 イ ー ア ラ イ ア ン ス 3,341,300株 37.9％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口）

344,100 3.9

インテリックス従業員持株会 212,700 2.4

ＫＢＬ　ＥＰＢ　Ｓ．Ａ．１０７７０４ 207,900 2.4

山 　 本 　 貴 美 子 133,000 1.5

山 　 本 　 卓 　 也 93,000 1.1

野村信託銀行株式会社（投信口） 88,300 1.0

Ｕ Ｂ Ｓ 　 Ａ Ｇ 　 Ｌ Ｏ Ｎ Ｄ Ｏ Ｎ

Ａ／Ｃ　ＩＰＢ　ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ

Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ 　 Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ
75,000 0.8

Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ Ｍ Ａ Ｎ 　 Ｓ Ａ Ｃ Ｈ Ｓ

Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｎ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ Ａ Ｌ
73,900 0.8

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ

ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ
73,300 0.8

（注）持株比率は、自己株式（109株）を控除して計算しております。

⑤　その他株式に関する重要な事項

　当社株式が平成28年６月９日付で、東京証券取引所市場第二部から同取引所市場第一部指

定になりました。

－ 8 －
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  (2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第４回新株予約権

発行決議日 平成27年10月９日

新株予約権の数 1,901個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　　　　　　190,100株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 １個当たり5,300円

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり78,100円

（１株当たり781円）

権利行使期間
平成28年９月１日から

平成32年８月31日まで

行使の条件 （注）

役 員 の

保 有 状 況

取締役

（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　　1,685個

目的となる株式数　　168,500株

保有者数　　　　　　　　　3人

社外取締役

新株予約権の数　　　　　200個

目的となる株式数　　 20,000株

保有者数　　　　　　　　　1人

監査役

新株予約権の数　　　　　 16個

目的となる株式数　　　1,600株

保有者数　　　　　　　　　2人

(注)1．新株予約権者は平成28年５月期又は平成29年５月期の２事業年度において、当社の経常

利益が下記（a）又は（b）に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当て

られた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することができる。

（a）平成28年５月期の経常利益が10億円を超過した場合

各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の50％

（b）平成28年５月期及び平成29年５月期の経常利益の合計が22億円を超過した場合

各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の100％

ただし、上記（b）については、当該２事業年度において一度でも経常利益が745百万

円（平成27年５月期の経常利益）を下回った場合には、合計22億円を達成していたとし

ても、本新株予約権を行使することはできないものとする。
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なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益

計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変

更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　2．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、

監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その

他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　3．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　　4．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　　5．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

第４回新株予約権

発行決議日 平成27年10月９日

新株予約権の数 2,499個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　　　　　　249,900株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 １個当たり5,300円

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり78,100円

（１株当たり781円）

権利行使期間
平成28年９月１日から

平成32年８月31日まで

行使の条件 （注）

使用人等への

交 付 状 況

当社使用人

新株予約権の数　　　　2,259個

目的となる株式数　　225,900株

保有者数　　　　　　　　 61人

子会社の役員及び使用人

新株予約権の数　　　　　240個

目的となる株式数　　 24,000株

保有者数　　　　　　　　 12人

(注)1．新株予約権者は平成28年５月期又は平成29年５月期の２事業年度において、当社の経常

利益が下記（a）又は（b）に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当て

られた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することができる。
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（a）平成28年５月期の経常利益が10億円を超過した場合

各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の50％

（b）平成28年５月期及び平成29年５月期の経常利益の合計が22億円を超過した場合

各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の100％

ただし、上記（b）については、当該２事業年度において一度でも経常利益が745百万

円（平成27年５月期の経常利益）を下回った場合には、合計22億円を達成していたとし

ても、本新株予約権を行使することはできないものとする。

なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益

計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変

更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　　2．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、

監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その

他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　3．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　　4．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　　5．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

③　その他新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成28年５月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 山 本 卓 也

株式会社インテリックス空間設計
代表取締役社長
株式会社インテリックス住宅販売
代表取締役
株式会社イーアライアンス
代表取締役

専 務 取 締 役 鶴 田 豊 彦 管理部門担当兼経営企画部長

取 締 役 佐 藤 弘 樹
リノヴェックスマンション事業部門
担当兼カスタマーサービス室長

取 締 役 滝 川 智 庸

取 締 役 古 　 海 　 陽 一 郎 古海公認会計士事務所所長

取 締 役 種 市 和 実

常 勤 監 査 役 大 林 　 彰

監 査 役 江 幡 　 寛 江幡寛税理士事務所所長

監 査 役 米 谷 正 弘

（注）１．取締役古海陽一郎氏及び取締役種市和実氏は社外取締役であります。

２．常勤監査役大林彰氏及び監査役米谷正弘氏は社外監査役であります。

３．当社は、取締役古海陽一郎氏及び取締役種市和実氏を㈱東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役江幡寛氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。

②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　分 支　給　人　員 支　　給　　額 摘　　　　要

取　締　役 ６名 98百万円
うち、社外取締役
２名、3百万円

監　査　役 ３名 12百万円
うち、社外監査役
２名、10百万円

合　計 ９名 110百万円

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成19年８月23日開催の第12回定時株主総会決議において年

額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

また、これとは別枠で、平成20年８月21日開催の第13回定時株主総会において、スト
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ック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額50百万円以内

の増額決議をいただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成15年８月19日開催の第８回定時株主総会決議において年

額50百万円以内と決議いただいております。また、これとは別枠で、平成20年８月21

日開催の第13回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予

約権に関する報酬額として年額５百万円以内の増額決議をいただいております。

③　社外役員に関する事項

イ．重要な兼職先及び当該兼職先と当社との関係

・取締役　古海陽一郎氏は、古海公認会計士事務所の代表者であります

が､ 当社と同事務所の間には、取引関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役　古海　陽一郎

　当事業年度に開催された取締役会20回のうち17回に出席し、経営の意

思決定の妥当性及び適正性を確保する観点から発言を行っております。

・取締役　種市　和実

　平成27年８月25日開催の当社定時株主総会で取締役に選任され、その

後開催された取締役会15回のうち14回に出席し、経営の意思決定の妥当

性及び適正性を確保する観点から発言を行っております。

・監査役　大林　彰

　当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会16回全てに出席し、

経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保する観点から発言を行ってお

ります。

・監査役　米谷　正弘

　当事業年度に開催された取締役会20回のうち16回に、また監査役会16

回全てに出席し、経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保する観点か

ら発言を行っております。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社は会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる旨を定款に定めておりますが、責任限定契約は締結して

おりません。
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　(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

32百万円

　(注)1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積

りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399

条第１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当

と認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたし

ます。

　上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由

が生じたと認められる場合には監査役会は、株主総会に提出する会計監査

人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定

める額としております。

⑤　会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分の内容

イ．処分対象

新日本有限責任監査法人

ロ．処分内容

平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３ヶ月間の契約の新規

の締結に関する業務の停止

－ 14 －

会計監査人の状況



2016/07/26 14:23:54 / 16190116_株式会社インテリックス_招集通知

ハ．処分理由

・他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のあ

る財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

・同監査法人の運営が著しく不当と認められたため。

  (5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以

下のとおりであります。

①　当社及び子会社の取締役、使用人の職務執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

イ．当社取締役会は、企業行動憲章及びコンプライアンス規程をはじめとす

るコンプライアンス体制に関する規程を定め、当社及び当社子会社（以

下「当社グループ」という。）役職員が法令及び定款並びに社会規範を

遵守した行動をとるための行動規範とする。

ロ．当社グループを横断的に統括する「コンプライアンス・リスク管理委員

会」を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上を図る。

ハ．法令違反又は法令上疑義のある行為等に対し、当社グループの取締役及

び使用人が通報できる内部通報制度を構築し、運用する。

ニ．当社グループは、健全な会社経営のため、社会の秩序や安全に脅威を与

える反社会的勢力との関係を遮断・排除し、これらの反社会的勢力に対

しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応

する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　取締役の職務執行に係る情報については、取締役の職務執行に係る情報

を文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、文書管理規

程に従い保存する。

　取締役及び監査役は、必要に応じ、これらの文書等を閲覧できるものと

する。

③　当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループのリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアン

ス・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に係る規程を定め、グル

ープ横断的なリスク管理体制を整備するものとする。
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ロ．不測の事態が発生した場合、又は発生するおそれが生じた場合には、当

社代表取締役社長を本部長とする「対策本部」を設置し、迅速かつ適切

な対応を行う。なお、当社グループに重大なリスクが顕在化した場合は、

取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定め、対応策決定

のうえ関係部門に実施を指示する。

④　当社及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

イ．取締役会を経営方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要

事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関として位置づけ、

毎月１回開催するほか、必要に応じ、臨時取締役会を開催する。

また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を高めるため、当社及び

子会社の取締役並びに執行役員が出席する執行役員会議を毎月１回開催

し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る審議・検討を行う。

ロ．取締役会は、業務執行に関する組織・業務分掌・職務権限・意思決定ル

ールを策定し、明確化する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

イ．当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ共通の

企業行動憲章を定め、グループ各社のコンプライアンス体制の構築に努

める。

また、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、

是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ全体とする。

ロ．当社における子会社に対する管理については、関係会社管理規程に従い、

グループ管理体制の整備を行う。

ハ．当社グループは、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、経営方針に

基づく業務執行の方針と計数目標を定め、当社各部門及び子会社の責任

範囲を明確にする。また、経営方針・目標達成に向けての業務執行状況

について、当社各部門及び子会社は、活動状況を毎月当社取締役会にて

報告することにより当社グループ全体の経営管理を図る。

ニ．当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が子会社を含めた業務

及び財産の状況の監査を行い、当社グループの業務執行の適正を確保す

る。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　　取締役会は、監査役の求めにより必要に応じて、監査役の職務を補助す

る使用人を置くこととし、その人事については、取締役と監査役が事前に

協議を行う。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及

び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査役の職務を補助すべき使用人の任命又は異動については、監査役会

の同意を必要とする。

ロ．監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する

限りにおいては、取締役の指揮命令を受けないものとする。

⑧　当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が

当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

イ．当社グループの取締役及び使用人は、当社及びグループ各社の業務又は

業績に与える重要な事項や重大な法令違反又は定款違反もしくは不正行

為の事実、又は当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼす事実を知っ

たときは、直ちに当社監査役に報告するものとする。

また、当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役から報告を求

められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行う。

当社グループは、当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役

及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱い

を行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知

徹底する。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還

等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役は、取締役会及び執行役員会議の他、重要な意思決定の過程及び

業務執行状況を把握するため、必要に応じて当社及びグループ各社の会

議に出席し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。

ロ．監査役は、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報交

換を行い、意思の疎通を図るものとする。
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ハ．取締役又は取締役会は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査への

協力、監査役の職務遂行上、監査役が必要と認めた場合、弁護士及び公

認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。

  (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社取締役会では、法令及び定款並びに社会規範に適合し、適正かつ効率

的な業務遂行を確保するための内部統制システムを構築し、その運用状況を

確認の上、継続的な改善・強化に努めております。

　当期における主な運用状況の概要は、次のとおりであります。

①　当社取締役会の機能強化及び経営効率を高めるため、当社及び子会社の

取締役、並びに執行役員が出席する「執行役員会議」を毎月１回開催し、

業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る審議・検討を行っておりま

す。また、当該執行役員会議に当社常勤監査役が出席し、情報の共有、審

議過程から経営施策の適法性の確保に努めております。

②　当社取締役会は、当社各部門及び子会社から毎月の活動状況の報告を受

け、取締役及び監査役の情報共有と当社グループ全体の経営管理の充実を

図っております。

③　当社グループ社員を対象としたコンプライアンス研修を定期的に開催す

るとともに、併せて理解度確認テストを実施するなど、コンプライアンス

に関する理解深耕と意識の醸成に努めております。

④　当社常勤監査役は、業務執行状況を把握するため、上記①の執行役員会

議の他、四半期毎に開催される営業会議全てに出席しております。

　また、当社常勤監査役は、当社本社及び拠点の内部監査への立ち会い、

並びに子会社３社の監査を実施し、当社及び子会社における業務の適正性

の確認を行うとともに、内部監査室長との情報交換を行っております。

⑤　当社は、その他、財務報告等の情報開示の信頼性確保、計画的な経営を

遂行するための合理的な組織編成の明確化等の整備を行っております。
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(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余

金の配当を行うことができる旨、定款で定めております。

　剰余金の配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課

題の一つと考えており、将来の事業拡大のための財務体質の強化と内部留保の

充実を図りつつ、積極的な利益還元を行う業績連動型配当政策を導入いたして

おります。具体的には、目標配当性向(連結)を30％以上とする方針であります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、当事業年度の業績等を勘案し１株

当たり16円の普通配当とするとともに、東京証券取引所市場第一部への市場変

更に伴い、これまでご支援いただきました株主の皆様へ感謝の意を表し、１株

当たり３円の記念配当を加え、合わせて１株当たり19円とさせていただきまし

た。その結果、１株当たりの年間配当は35円となり、配当性向は31.6％となり

ました。

　本事業報告中の記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表

示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

24,793,330

4,755,427

54,240

14,097,830

5,204,904

407,660

128,156

146,055

△945

7,239,626

5,750,996

2,414,575

3,255,071

58,980

22,369

474,321

467,663

6,658

1,014,308

319,350

20,941

677,848

△3,831

流 動 負 債 13,312,362

買 掛 金 493,604

短 期 借 入 金 10,188,631

１年内償還予定の社債 95,000

１年内返済予定の長期借入金 1,296,851

リ ー ス 債 務 630

未 払 法 人 税 等 428,247

前 受 金 199,037

アフターサービス保証引当金 7,800

そ の 他 602,560

固 定 負 債 9,835,674

社 債 220,000

長 期 借 入 金 9,216,764

資 産 除 去 債 務 15,000

そ の 他 383,909

負 債 合 計 23,148,036

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,922,836

資 本 金 2,209,368

資 本 剰 余 金 2,422,696

利 益 剰 余 金 4,290,886

自 己 株 式 △115

その他の包括利益累計額 △61,236

その他有価証券評価差額金 △58,147

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,088

新 株 予 約 権 23,320

純 資 産 合 計 8,884,919

資 産 合 計 32,032,956 負 債 純 資 産 合 計 32,032,956

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 38,975,174

売 上 原 価 33,491,679

売 上 総 利 益 5,483,495

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,724,169

営 業 利 益 1,759,326

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,399

投 資 有 価 証 券 売 却 益 12,140

違 約 金 収 入 66,996

業 務 受 託 料 6,600

補 助 金 収 入 56,198

受 取 手 数 料 1,883

そ の 他 19,029 168,248

営 業 外 費 用

支 払 利 息 336,343

支 払 手 数 料 59,768

そ の 他 59,731 455,843

経 常 利 益 1,471,730

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,928

収 用 補 償 金 20,820 25,749

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 824 824

税金等調整前当期純利益 1,496,655

法人税、住民税及び事業税 514,751

法 人 税 等 調 整 額 4,148 518,900

当 期 純 利 益 977,754

親会社株主に帰属する当期純利益 977,754

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 2,209,368 2,422,696 3,542,596 △37 8,174,623

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △229,464 △229,464

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

977,754 977,754

自 己 株 式 の 取 得 △77 △77

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 748,290 △77 748,212

当 期 末 残 高 2,209,368 2,422,696 4,290,886 △115 8,922,836

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △5,031 △2,768 △7,799 － 8,166,823

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △229,464

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

977,754

自 己 株 式 の 取 得 △77

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△53,116 △320 △53,436 23,320 △30,116

当 期 変 動 額 合 計 △53,116 △320 △53,436 23,320 718,096

当 期 末 残 高 △58,147 △3,088 △61,236 23,320 8,884,919

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の状況

①　連結子会社の数　　　　　　　　　　３社

②　連結子会社の名称　　　　　　　　　（株）インテリックス空間設計

（株）インテリックス住宅販売

（株）インテリックスプロパティ

(2) 非連結子会社はありません。

(3) 開示対象特別目的会社

　開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示

対象特別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社に関する注記」

に記載しております。

２．持分法適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項　　連結子会社の事業年度の末日は連結会計年度末

日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ　　　　　　　　　　　時価法を採用しております。

③　たな卸資産

販売用不動産　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

仕掛販売用不動産　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）　平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定

額法、その他は定率法によっております。

②　リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

③　無形固定資産　　　　　　　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採
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用しております。

④　長期前払費用　　　　　　　　　　　均等償却によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　アフターサービス保証引当金　　　　アフターサービス保証工事費の支出に備えるた

め、過去の実績を基礎として見積算出額を計上

しております。

５．その他連結計算書類の作成のための重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　当社の社内規程に基づき、個別案件ごとにヘッ

ジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の金利変動

リスクをヘッジすることを目的として実施する

こととしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判

定しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、有効性の判定を省略してお

ります。

(2) 消費税等の会計処理方法　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。

ただし、控除対象外消費税等のうち固定資産に

係る部分は投資その他の資産の「その他」に計

上し（５年償却）、それ以外は全額発生連結会

計年度の期間費用として処理しております。

６．会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸

表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期

純利益等の表示の変更を行っております。
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（減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

り扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変

更しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

【連結貸借対照表に関する注記】

１．担保に提供している資産と債務の金額

資産の内容 資産の金額

現金及び預金 200,000千円

販売用不動産 10,893,955千円

仕掛販売用不動産 3,701,371千円

建物及び構築物 2,402,674千円

土地 3,255,071千円

建設仮勘定 58,980千円

その他（有形固定資産） 3,210千円

借地権 467,663千円

計 20,982,927千円

債務の内容 債務の金額

短期借入金 7,014,411千円

１年内返済予定の長期借入金 892,603千円

長期借入金 8,311,784千円

計 16,218,799千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 565,245千円

３．期末時点において賃貸中の販売用不動産 4,979,572千円

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　8,825,600株

自己株式　　　　　　　　　　　109株

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 平成27年７月10日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 88,255千円

１株当たり配当額 10円

基準日 平成27年５月31日

効力発生日 平成27年８月10日
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決議 平成28年１月12日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 141,209千円

１株当たり配当額 16円

基準日 平成27年11月30日

効力発生日 平成28年２月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

決議 平成28年７月11日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 167,684千円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 19円

基準日 平成28年５月31日

効力発生日 平成28年８月10日

【金融商品に関する注記】

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

　当社グループは、営業活動に必要な資金を、主に金融機関等からの借入により調達して

おります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており、また、デリバティ

ブ取引は主に金利変動リスクヘッジ目的での利用に限定し、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社グループの社内管理規程に従い、担当部署であるアセット事業部において入金管

理、遅延状況の把握を行い、リスク低減を図っております。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時

価の把握を行っております。

　営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。

　借入金、社債は主に営業活動に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクが

存在しますが、当社グループは、担当部署である財務部が適時に資金繰計画を作成・更新

するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

　また、借入金のうち長期借入金の一部は変動金利による資金調達であり、金利の変動リ

スクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップを

実施して支払利息の固定化を実施しております。

　デリバティブ取引については、当社の社内管理規程に従い、主に金利変動のリスク軽減

のため、信用力の高い金融機関との取引を行うこととしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時　　　価 差　　　額

(1)現金及び預金 　4,755,427 　4,755,427 －

(2)投資有価証券 　319,350 　319,350 －

資産計 5,074,777 　5,074,777 －

(3)短期借入金 10,188,631 10,188,631 －

(4)長期借入金（１年以内に
返済予定のものを含む。）

10,513,616 10,532,946 19,330

負債計 　20,702,247 　20,721,577 19,330

デリバティブ取引(*） 　(4,451) (4,451) 　－

　(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で

正味の債務となる項目については（　）で表示しております。

　(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(2)投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

(3)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金（１年以内に返済予定のものを含む。）

　これらの時価について、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

　時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。

　なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と

一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金等の時価に含めて記載して

おります。（上記(4)参照）

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 　0

　上記については、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（2）投

資有価証券」には含めておりません。
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【賃貸等不動産に関する注記】

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、東京都その他の地域において、オフィスビル等の賃貸用不動産を有しておりま

す。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時　　価

　5,192,716 　4,728,722

(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2.当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて

おります。また、当連結会計年度に取得したものについては、時価の変動が軽微であ

ると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としております。

【開示対象特別目的会社に関する注記】

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当社はその他不動産事業において、不動産特定共同事業法（任意組合型）に基づく不動産

小口化商品の販売を行う事業を行っており、当該事業の仕組みの一環として、特別目的会社

（任意組合）を利用しております。

　この事業においては、小口化商品の購入者が特別目的会社（任意組合）との間で不動産特

定事業への参加契約を締結し、現物出資を行います。任意組合は、現物出資された不動産か

ら生じる損益の分配を受ける目的で組成されております。当該不動産の賃貸損益、売却損益

等は、投資家に帰属します。

　当社は、業務執行組合員（理事長）として、任意組合契約に従い、理事長報酬を得てお

り、当社の連結子会社である㈱インテリックスプロパティは、任意組合より一括して建物管

理を委託され報酬を得ております。

　なお、当連結会計年度における直近の財政状態は以下のとおりであります。

当連結会計年度
（平成28年5月31日）

特別目的会社数 1組合

直近の決算日における資産総額（単純合算） 813,759千円

負債総額（単純合算） －

２．当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）における、開示対象特別

目的会社との取引金額等

　取引として、理事長報酬と管理委託手数料収入が発生しておりますが、取引金額に重要性

がないため、記載を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たり純資産額 1,004円09銭

２．１株当たり当期純利益 110円79銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成28年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

24,207,455

4,396,911

5,755

14,106,392

5,034,782

407,660

107,536

123,318

26,044

△945

6,841,798

5,363,659

2,285,704

3,210

11,011

3,004,752

58,980

472,613

467,663

3,969

980

1,005,526

319,350

38,136

70,070

2,705

133,896

20,876

424,322

△3,831

流 動 負 債 13,249,370

買 掛 金 787,954

短 期 借 入 金 10,066,131

１年内償還予定の社債 95,000

１年内返済予定の長期借入金 1,256,243

リ ー ス 債 務 630

未 払 金 54,104

未 払 費 用 329,588

未 払 法 人 税 等 406,479

前 受 金 138,830

アフターサービス保証引当金 3,400

そ の 他 111,008

固 定 負 債 9,704,872

社 債 220,000

長 期 借 入 金 9,087,684

資 産 除 去 債 務 15,000

長期預り敷金保証金 243,785

そ の 他 138,401

負 債 合 計 22,954,242

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,132,927

資 本 金 2,209,368

資 本 剰 余 金 2,422,696

資 本 準 備 金 2,318,217

その他資本剰余金 104,479

利 益 剰 余 金 3,500,977

その他利益剰余金 3,500,977

繰 越 利 益 剰 余 金 3,500,977

自 己 株 式 △115

評価・換算差額等 △61,236

その他有価証券評価差額金 △58,147

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,088

新 株 予 約 権 23,320

純 資 産 合 計 8,095,011

資 産 合 計 31,049,254 負 債 純 資 産 合 計 31,049,254

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

不 動 産 売 上 高 37,127,792

そ の 他 の 売 上 高 721,218 37,849,011

売 上 原 価

不 動 産 売 上 原 価 32,127,474

そ の 他 の 売 上 原 価 341,314 32,468,789

売 上 総 利 益 5,380,221

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,655,191

営 業 利 益 1,725,029

営 業 外 収 益

受 取 利 息 639

受 取 配 当 金 4,701

投 資 有 価 証 券 売 却 益 12,140

違 約 金 収 入 66,996

業 務 受 託 料 11,100

補 助 金 収 入 55,898

そ の 他 13,575 165,052

営 業 外 費 用

支 払 利 息 328,580

社 債 利 息 2,192

支 払 手 数 料 59,697

そ の 他 54,878 445,349

経 常 利 益 1,444,732

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,812

収 用 補 償 金 20,820 22,633

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 824 824

税 引 前 当 期 純 利 益 1,466,541

法人税、住民税及び事業税 492,733

法 人 税 等 調 整 額 △19,312 473,420

当 期 純 利 益 993,120

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,209,368 2,318,217 104,479 2,422,696 2,737,322 2,737,322 △37 7,369,349

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △229,464 △229,464 △229,464

当 期 純 利 益 993,120 993,120 993,120

自己株式の取得 △77 △77

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 763,655 763,655 △77 763,578

当 期 末 残 高 2,209,368 2,318,217 104,479 2,422,696 3,500,977 3,500,977 △115 8,132,927

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △5,031 △2,768 △7,799 － 7,361,549

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △229,464

当 期 純 利 益 993,120

自己株式の取得 △77

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△53,116 △320 △53,436 23,320 △30,116

当 期 変 動 額 合 計 △53,116 △320 △53,436 23,320 733,461

当 期 末 残 高 △58,147 △3,088 △61,236 23,320 8,095,011

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券

（時価のあるもの）　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

（時価のないもの）　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブ　　　　　　　　　　　　時価法を採用しております。

(3) たな卸資産

①　販売用不動産　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

②　仕掛販売用不動産　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）　　平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定

額法、その他は定率法によっております。

(2) リース資産　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

(3) 無形固定資産　　　　　　　　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(4) 長期前払費用　　　　　　　　　　　　均等償却によっております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) アフターサービス保証引当金　　　　　アフターサービス保証工事費の支出に備えるた

め、過去の実績を基礎として見積算出額を計上

しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ

ップについては、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　当社の社内規程に基づき、個別案件ごとにヘッ

ジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の金利変動

リスクをヘッジすることを目的として実施する
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こととしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判

定しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては有効性の判定を省略しており

ます。

(2) 消費税等の会計処理方法　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。

ただし、控除対象外消費税等のうち固定資産に

係る部分は、投資その他の資産の「その他」に

計上し（５年償却）、それ以外は全額発生事業

年度の期間費用として処理しております。

５．会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の

取り扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変

更しております。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

【貸借対照表に関する注記】

１．担保に提供している資産と債務の金額

資産の内容 資産の金額

現金及び預金 200,000千円

販売用不動産 10,900,363千円

仕掛販売用不動産 3,619,532千円

建物 2,275,122千円

機械及び装置 3,210千円

土地 3,004,752千円

建設仮勘定 58,980千円

借地権 467,663千円

計 20,529,625千円

債務の内容 債務の金額

短期借入金 7,014,411千円

１年内返済予定の長期借入金 892,603千円

長期借入金 8,311,784千円

計 16,218,799千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 483,101千円

３．期末時点において賃貸中の販売用不動産 4,980,863千円

４．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

（1）金銭債権 5,125千円

（2）金銭債務 605,882千円
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【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

売上高 35,844千円

仕入高 3,150,457千円

販売費及び一般管理費（販売仲介手数料他） 153,782千円

営業取引以外の取引（業務受託料他） 8,419千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

　当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数　　　　　　　　　　普通株式　 109株

【税効果会計に関する注記】

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

　たな卸資産評価損否認額 29,981千円

　未払固定資産税否認額 5,945千円

　未払不動産取得税否認額 13,766千円

　未払賞与否認額 43,714千円

　事業税否認額 28,913千円

　その他 7,696千円

小計 130,019千円

評価性引当額 △6,700千円

　　　　繰延税金資産（流動）計 123,318千円

繰延税金資産（固定）

　役員退職慰労引当金否認額 41,015千円

　ゴルフ会員権評価損否認額 6,620千円

　貸倒引当金損金算入限度超過額 1,173千円

　投資有価証券評価損否認額 3,061千円

　その他有価証券評価差額金 23,931千円

　その他 5,956千円

小計 81,758千円

評価性引当額 △60,882千円

　　　　繰延税金資産（固定）計 20,876千円

繰延税金資産の純額 144,194千円
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年

４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3％

から平成28年６月１日に開始する事業年度及び平成29年６月１日に開始する事業年度に解消

が見込まれる一時差異等については30.9％に、平成30年６月１日に開始する事業年度以降に

解消が見込まれる一時差異等については、30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額は6,926千円減少し、主に法人税等調整額が5,914

千円増加しております。

【関連当事者との取引に関する注記】

１．子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
及び資本金

事業の内容
議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
及び取引金額

科目及び
期末残高

子会社
(株)インテリックス

空間設計
20,000千円

建物、内装
工事の企画
・設計等

所有
直接

100.0％

内装工事外注
役員の兼任4人

内装工事の設計･施工
内装工事外注費等
3,150,370千円

買掛金
599,165千円

　取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で

決定しております。

 (注2)取引金額には消費税等は含まれておりません。

【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たり純資産額 914円59銭

２．１株当たり当期純利益 112円53銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成２８年７月１５日

株式会社　インテリックス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 永 澤 宏 一 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 村 竜 平 

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社インテリックスの平成
２７年６月１日から平成２８年５月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社インテリックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成２８年７月１５日

株式会社　インテリックス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 永 澤 宏 一 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 村 竜 平 

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社インテリックス
の平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日までの第２１期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監査報告書

　当監査役会は、平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日までの第２１期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、監査計画等に

従い、取締役、内部監査室、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主

要な事業所等に於いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役その他の使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて

子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的

に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

－ 38 －

監査役会の監査報告



2016/07/26 14:23:54 / 16190116_株式会社インテリックス_招集通知

２．監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

（３） 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成２８年７月２０日

株式会社インテリックス  監査役会

常勤監査役(社外監査役) 大 林 　 彰 

監 査 役 江 幡 　 寛 

監  査  役(社外監査役) 米 谷 正 弘 

以　上

－ 39 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１

やま

山
もと

本
たく

卓
や

也

(昭和29年３月17日生)

再 任

平成７年７月　当社設立

平成９年１月　当社代表取締役社長(現任)

重要な兼職状況

株式会社インテリックス空間設計代表取締役社長

株式会社インテリックス住宅販売代表取締役

株式会社イーアライアンス代表取締役

93,000株

【取締役候補者とした理由】

山本卓也氏は、平成7年に当社を創業して以来、長年にわたって当社グループ経営を統括し、そ

の経営戦略に手腕を発揮しております。その豊富な経験・実績に基づく高い見識は、当社グルー

プの持続的成長と企業価値向上の実現のために必要不可欠であることから、取締役候補者といた

しました。

２

つる

鶴
た

田
とよ

豊
ひこ

彦

(昭和32年９月25日生)

再 任

平成14年９月　当社入社

平成15年６月　当社取締役経営企画部長

平成17年12月　当社取締役管理本部長兼経営企画部長

平成22年８月　当社専務取締役管理部門担当兼経営企画部長

平成24年５月　株式会社インテリックス住宅販売取締役(現任)

平成26年６月　当社専務取締役管理部門担当兼経営企画部長(現

任)

平成27年４月　株式会社インテリックスプロパティ取締役(現任)

34,800株

【取締役候補者とした理由】

鶴田豊彦氏は、平成15年より当社取締役として管理部門を担い、当社の財務戦略に手腕を発揮し

ております。その豊富な経験・実績に基づく高い見識は、当社グループの持続的成長と企業価値

向上の実現のために必要不可欠であることから、取締役候補者といたしました。

－ 40 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

３

さ

佐
とう

藤
ひろ

弘
き

樹

(昭和36年10月15日生)

再 任

平成19年１月　当社入社営業本部営業部部長

平成19年８月　当社取締役営業開発部長

平成20年４月　当社取締役営業部門担当兼営業開発部長

平成22年６月　株式会社インテリックス空間設計取締役(現任)

平成23年２月　当社取締役営業部門担当

平成23年６月　当社取締役営業部門担当兼カスタマーサービス室

長

平成24年５月　株式会社インテリックス住宅販売取締役(現任)

平成27年１月　当社取締役リノヴェックスマンション事業部門担

当兼カスタマーサービス室長(現任)

11,600株

【取締役候補者とした理由】

佐藤弘樹氏は、平成19年より当社取締役として営業部門を担い、当社の営業戦略に手腕を発揮し

ております。その豊富な経験・実績に基づく高い見識は、当社グループの持続的成長と企業価値

向上の実現のために必要不可欠であることから、取締役候補者といたしました。

４

たき

滝
かわ

川
とも

智
やす

庸

(昭和34年９月14日生)

再 任

昭和58年４月　株式会社新居千秋都市建築設計入社

平成10年５月　株式会社インテリックス空間設計入社

平成13年２月　同社取締役(現任)

平成24年８月　当社取締役(現任)

19,400株

【取締役候補者とした理由】

滝川智庸氏は、平成13年より当社子会社である株式会社インテリックス空間設計の取締役とし

て、リノベーションに係る事業戦略に手腕を発揮しております。また、平成24年より当社取締役

として客観的・専門的な視点から、当社の業務執行に対する適切な監督を行っており、その豊富

な経験・実績に基づく高い見識は、当社グループの持続的成長と企業価値向上の実現のために必

要不可欠であることから、取締役候補者といたしました。

－ 41 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

５

ふる

古
 

　
うみ

海
 

　
よう

陽
いち

一
ろう

郎

(昭和25年９月11日生)

再 任

社 外

独立役員

昭和50年８月　アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あ

ずさ監査法人)入所

昭和55年９月　株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)入社

昭和55年10月　公認会計士登録

昭和57年４月　トミーカナダ 財務担当役員

昭和59年４月　トミーコーポレーション(米国)ファイナンス担当

ヴァイス プレジデント

昭和62年10月　株式会社ブレインコア 取締役

平成４年４月　古海公認会計士事務所開設 所長(現任)

　　　　　　　株式会社四季パートナーズ設立 代表取締役

平成９年６月　株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)監査役

平成10年３月　山一證券株式会社法的責任判定委員会委員

平成11年７月　株式会社エース損害保険 常勤監査役

平成12年６月　株式会社ユージン(現株式会社タカラトミーアー

ツ)監査役

平成22年８月　当社監査役

平成25年８月　当社社外取締役(現任)

重要な兼職状況

古海公認会計士事務所所長

1,200株

【社外取締役候補者とした理由】

古海陽一郎氏は、会社経営者及び公認会計士としての専門知識・経験等とともに、客観的・専門

的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、コーポレート

ガバナンスの一層の充実のために必要不可欠であることから、引き続き社外取締役候補者といた

しました。

６

たね

種
いち

市
かず

和
み

実

(昭和24年５月17日生)

再 任

社 外

独立役員

昭和43年４月　株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成８年１月　同行 本店 個人業務部 店頭サービス室総括

平成14年１月　千代田スバック株式会社入社 ファシリティ事業

本部長

平成19年６月　同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長

平成20年６月　同社 取締役管理本部長

平成23年６月　同社 常勤監査役

平成27年８月　当社社外取締役(現任)

100株

【社外取締役候補者とした理由】

種市和実氏は、会社経営者としての幅広い経験、見識とともに、客観的・専門的な視点から、当

社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、コーポレートガバナンスの一層

の充実のために必要不可欠であることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

－ 42 －

取締役選任議案
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（注）１. 古海陽一郎氏及び種市和実氏は、社外取締役候補者であります。

　　　２. 古海陽一郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期

間は、本定時株主総会終結の時をもって３年となります。

　　　３. 種市和実氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。

　　　４. 当社は、古海陽一郎氏及び種市和実氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、両氏の独立役員として

の指定を継続する予定であります。

　　　５. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　６. ｢所有する当社の株式の数｣については、平成28年5月31日現在の所有株式数を記載して

おります。

第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役江幡寛氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴
( 地 位 並 び に 重 要 な 兼 職 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

え

江
ばた

幡 　
ひろし

寛

(昭和24年４月８日生)

再 任

昭和55年４月　仲川会計事務所入所

昭和60年１月　江幡寛税理士事務所開設　所長（現任）

平成７年７月　当社代表取締役

平成９年８月　当社代表取締役退任

平成10年２月　株式会社インテリックス空間設計監査役

平成11年１月　株式会社セントラルプラザ監査役

平成11年２月　当社監査役（現任）

重要な兼職状況

江幡寛税理士事務所所長

10,200株

【監査役候補者とした理由】

江幡寛氏は、当社事業に対する広い見識及び税理士としての専門知識・経験等とともに、中立・客観

的な視点から、取締役の執行監査・牽制を行っており、経営全般の監視と、監査の一層の充実のため

必要不可欠であることから、引き続き監査役候補者といたしました。

（注）１. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２. ｢所有する当社の株式の数｣については、平成28年5月31日現在の所有株式数を記載して

おります。

以　上

－ 43 －
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株主総会会場ご案内図
会場　東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号
渋谷エクセルホテル東急　６階　プラネッツルーム
ＴＥＬ　０３－５４５７－０１０９

交通のご案内
■ＪＲ（山手線・埼京線）・東京メトロ（銀座線・半蔵門線・副都心線）・
東急（東横線・田園都市線）「渋谷駅」直結
■京王（井の頭線）「渋谷駅」上部

■１階又は３階からエクセルホテル専用エレベーターにて６階に
お越しください。

地図


